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気 象 庁 

 

御嶽山における火山観測機器の設置について 

 

気象庁では、御嶽山総合観測班として以下の火山観測機器を臨時で設置・観

測しますのでお知らせします。 

 

記 

１．遠望カメラ 

設置場所：鈴蘭高原（御嶽山の北西約16ｋｍ付近） 

開始時期：11月中旬（気象庁HPで公開予定） 

 

２．GNSS観測装置 

設置場所：西山麓（御嶽山の西約８ｋｍ付近） 

開始時期：12月末 

 

 

観測点分布図（気象庁の遠望カメラ、GNSS観測点） 

 

 

（本件の問い合わせ先） 

気象庁地震火山部火山課 03-3212-8341（内線4530） 


